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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年6月16日(2016.6.16)

【公開番号】特開2013-243353(P2013-243353A)
【公開日】平成25年12月5日(2013.12.5)
【年通号数】公開・登録公報2013-065
【出願番号】特願2013-90946(P2013-90946)
【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8238   (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/82     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１７Ｎ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     ３２１Ｇ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     ３２１Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   27/00     ３０１Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月20日(2016.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源線と、
　上面方向から見て、前記電源線と機能回路を挟んで対向する位置に設けられた第１の配
線と、を有するスタンダードセルであって、
　前記機能回路は、
　第１のトランジスタと、
　第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層上の第２の絶縁層と、
　前記第２の絶縁層上の第３の絶縁膜と、
　第２のトランジスタと、
　前記第１の絶縁層上の第１の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第２の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第３の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第４の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第５の導電層と、
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　前記第２の絶縁層上の容量素子と、を有するスタンダードセルであって、
　前記第１の導電層は、前記第１の絶縁層に設けられた開口部において前記第１のトラン
ジスタのゲート電極に電気的に接続され、
　前記第２の導電層は、前記第２の絶縁層に設けられた開口部において前記第１の導電層
に電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース電極又はドレイン電極は、前記第３の絶縁層に設けら
れた開口部において前記第４の導電層に電気的に接続され、
　前記第３の導電層は前記第３の絶縁膜を挟んで前記前記容量素子と重なる領域を有し、
　前記容量素子は前記第３の絶縁膜に設けられた開口部において前記第２の導電層及び前
記第４の導電層と電気的に接続され、
　前記第５の導電層は前記第２のトランジスタのバックゲートとしての機能を有し、
　前記第１のトランジスタのチャネル形成領域は、前記第２のトランジスタのチャネル形
成領域と異なる位置に設けられていることを特徴とするスタンダードセル。
【請求項２】
　電源線と、
　上面方向から見て、前記電源線と機能回路を挟んで対向する位置に設けられた第１の配
線と、を有するスタンダードセルであって、
　前記機能回路は、
　第１のトランジスタと、
　第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層上の第２の絶縁層と、
　前記第２の絶縁層上の第３の絶縁膜と、
　前記第３の絶縁層上の第４の絶縁膜と、
　第２のトランジスタと、
　前記第１の絶縁層上の第１の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第２の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第３の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第４の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第５の導電層と、
　第６の導電層と、
　前記第１の絶縁層上の第７の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の第８の導電層と、
　前記第３の絶縁層上の第９の導電層と、
　前記第４の絶縁層上の第１０の導電層と、
　前記第２の絶縁層上の容量素子と、を有するスタンダードセルであって、
　前記第１の導電層は、前記第１の絶縁層に設けられた開口部において前記第１のトラン
ジスタのゲート電極に電気的に接続され、
　前記第２の導電層は、前記第２の絶縁層に設けられた開口部において前記第１の導電層
に電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース電極又はドレイン電極は、前記第３の絶縁層に設けら
れた開口部において前記第４の導電層に電気的に接続され、
　前記第３の導電層は前記第３の絶縁膜を挟んで前記前記容量素子と重なる領域を有し、
　前記容量素子は前記第３の絶縁膜に設けられた開口部において前記第２の導電層及び前
記第４の導電層と電気的に接続され、
　前記第５の導電層は前記第２のトランジスタのバックゲートとしての機能を有し、
　前記第７の導電層は前記第１の絶縁層に設けられた開口部において前記第６の導電層と
電気的に接続され、
　前記第８の導電層は前記第２の絶縁層に設けられた開口部において前記第７の導電層と
電気的に接続され、
　前記第９の導電層は前記第３の絶縁層に設けられた開口部において前記第８の導電層と
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電気的に接続され、
　前記第１０の導電層は前記第４の絶縁層に設けられた開口部において前記第９の導電層
と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのチャネル形成領域は、前記第２のトランジスタのチャネル形
成領域と異なる位置に設けられていることを特徴とするスタンダードセル。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第４の絶縁層上の第５の絶縁膜と、
　前記第５の絶縁層上の第１１の導電層と、をさらに有し、
　前記第１１の導電層は前記第５の絶縁層に設けられた開口部において前記第１０の導電
層と電気的に接続されていることを特徴とするスタンダードセル。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３において、
　前記第１のトランジスタのチャネル形成領域は、シリコンを含むことを特徴とするスタ
ンダードセル。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４において、
　前記第２のトランジスタのチャネル形成領域は、酸化物半導体を含み、オフ電流はチャ
ネル幅１μｍあたり１００ｚＡ以下であることを特徴とするスタンダードセル。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記載のスタンダードセルを１つ以上含む半導体
装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の半導体装置を用いた電子機器。
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